
－ 104 －－   － 104 

第第５５節節  都都市市防防災災対対策策                            

１１  防防災災都都市市づづくくりりのの基基本本的的考考ええ方方  

東京都では、都市防災の基本的な対策を示した災害対策基本法に基づく「東京都地域防災計画」及

び震災の防止に関する施策を総合的に取りまとめた東京都震災対策条例に基づく「東京都震災対策事

業計画」を定めており、これらの計画の中で、「防災都市づくり推進計画」は、地震災害の予防や、

その被害拡大の防止の具体的な推進策の一つと位置付けられています。 

「防災都市づくり推進計画」の前身である「都市防災施設基本計画」は、昭和 56 年、災害に対す

る危険性の高い地域が山手地区へ拡大していることから、区部全域を対象とする防災都市づくりの長

期的な基本計画として策定されました。 

「都市防災施設基本計画」は、「火を出さない。火をもらわない。」という視点から防災生活圏の

形成（＝逃げないですむまち）及び都市施設の整備による防災都市づくりを目標とするもので、延焼

遮断帯の整備計画を軸に、おおむね小学校区程度の広さで設定した防災生活圏内における生活環境の

改善や防災市民組織の育成等、ハード・ソフトの両面にわたる防災対策を進めるものでした。都では、

この計画に基づく具体的な施策として、防災生活圏促進事業、都市防災不燃化促進事業等により防災

都市づくりを進めました。 

平成７年１月 17 日に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、「都市防災施設基本計画」を見

直し、震災時の市街地大火や建物倒壊等から都民の生活を守るため、より効果的・集中的な防災都市

づくり推進の方針を示すことを目的に、平成７年度に防災都市づくり推進計画〈基本計画〉、平成８

年度に同〈整備計画〉を策定しました。 

平成 12 年 12 月、東京都震災対策条例が制定され、その第 13 条の中で、防災都市づくりに関する

計画を策定することが義務付けられました。計画では、①防災都市づくりに関する施策の指針、②地

域特性に応じた整備の方針及び整備地域の指定、③重点整備地域等の指定について定めています。 

平成７年度の防災都市づくり推進計画の策定後、４度の改定（平成 16 年３月、平成 22 年１月、

平成 28 年３月及び令和３年３月）を行いながら、市街地の防災性の向上に取り組んできました。 

（（11））  地地域域危危険険度度測測定定調調査査  

 地域危険度測定調査は、東京都震災対策条例第 12 条第１項及び同施行規則第５条に基づき、地

震災害に強い防災都市づくりの指標として、震災対策事業を優先的に実施する地域を選択する際の

参考とするほか、地震災害に対する都民の認識を深め、防災意識の高揚を図る目的で、おおむね５

年ごとに、地震に関する地域の危険度を科学的に測定調査及び研究し、その結果を同条例第 12 条

第３項により都民に公表しています。 

調査の内容は、都内の市街化区域全域を対象に、町丁目ごとに地震に対する危険性を地盤特性、

建物の構造や築年数、火災の発生、延焼の危険性などの面から測定し、危険の度合い（被害の受け

やすさ）に応じて、ランク１(低い)からランク５（高い）までの５段階で評価するものです。 
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調査の公表は、昭和 50 年に区部第１回、昭和 55 年に多摩地域第１回、昭和 59 年に区部第２回、

昭和 62 年に多摩地域第２回、平成５年に区部・多摩地域を同時に第３回（以後一本化)、平成 10 年

に第４回、平成 14 年に第５回、平成 20 年に第６回、平成 25 年に第７回、平成 30 年に第８回、令

和４年に第９回を公表しています。

第９回の調査では、都内 5,192 町丁目について、各地域における地震に対する危険性を建物倒

壊・火災の二つの側面から測定し、全町丁目の危険度を１から５までのランクに分けて相対的評価

として危険度を測定しました。また、地震時の避難や消火・救助活動のしやすさ（困難さ）を表す

指標として、道路基盤などの整備状況に基づき災害時活動困難係数を算出し、これを建物倒壊危険

度と火災危険度に加味して、総合危険度を測定しました。 

 

第第３３－－4433 図図 第第９９回回地地域域危危険険度度測測定定調調査査ののフフロローー 
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※白抜きは、測定対象外の区域を示す。 

第第９９回回  建建物物倒倒壊壊危危険険度度ラランンクク図図  
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建物倒壊危険度ランク（第9回）

※白抜きは、測定対象外の区域を示す。 

第第９９回回  火火災災危危険険度度ラランンクク図図  

 

5 （1－85位）

4 （86－373位）

3 （374－1195位）

2 （1196－2848位）

1 （2849－5192位）

火災危険度ランク（第9回）

－   － 107 

 

 

 

 

 

※白抜きは、測定対象外の区域を示す。 

第第９９回回  災災害害時時活活動動困困難難係係数数図図  

 

※白抜きは、測定対象外の区域を示す。 

第第９９回回  総総合合危危険険度度ラランンクク図図  

 

災害時活動困難係数（第9回）
町丁目数
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0.2 ～ 0.3 1427
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総合危険度ランク（第9回）
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（（22））防防災災都都市市づづくくりり推推進進計計画画 

東京都は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、「防災都市づくり推進計画」を平成７年度に策定

（平成 16 年 3 月、平成 22 年１月、平成 28 年 3 月及び令和３年３月改定）し、市街地の防災性向

上に取り組んできました。「防災都市づくり推進計画」の概要は、次のとおりです。 

（計画の目的・構成） 

本計画は、東京都震災対策条例第 13 条の規定に基づき、震災時の被害拡大の防止や都市構造の

改善に関する諸施策の推進を目的として定めています。その内容は、施策の基本的な方向や整備地

域等を定めた「基本方針」と、具体的な整備計画等を定めた「整備プログラム」で構成されていま

す。 

（対象区域・計画期間） 

本計画は、東京都内の市街化区域（23 区 28 市町）を対象とし、木造住宅密集地域が連なる地域

を中心とした 23 区及び多摩地域の７市（武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、西東京

市及び狛江市）について防災生活圏を設定しています。計画期間は、基本方針が令和３年度から令

和 12 年度までの 10 年間、整備プログラムが令和３年度から令和７年度までの５年間となってい

ます。 

（基本的な考え方） 

防災都市づくりの基本的な考え方は次のとおりです。 

１）延焼遮断帯の形成及び緊急輸送道路の機能確保 

２）安全で良質な市街地の形成 

３）避難場所等の確保 

延焼遮断帯とは、地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園

等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間で、対象区域全

体で 1,681km を設定しています。 

また、地域危険度が高く、かつ、老朽化した木造建築物が特に集積するなど、震災時に特に甚大

な被害が想定される地域、28 地域・約 6,500ha を整備地域として指定しているほか、整備地域の

うち、特に防災都市づくりに資する事業を重点的かつ集中的に実施する地域、52 地区・約 3,350 

ha を重点整備地域（不燃化特区）として指定しています。 

（不燃化特区制度と特定整備路線の取組） 

木造住宅密集地域の改善を一段と加速させるため、「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」を平

成 23 年度に立ち上げ、特別な支援により不燃化を推進する不燃化特区と、延焼遮断帯を形成する

主要な都市計画道路である特定整備路線の整備を一体的に進めてきました。令和２年３月の基本方

針改定により、これらの取組を５年間延長し、引き続き、整備地域の不燃化を強力に推進していま

す。 

参参照照：：＜＜トトピピッックク＞＞不不燃燃化化特特区区制制度度・・特特定定整整備備路路線線のの取取組組（（112266 ペペーージジ））  
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 第第３３－－4444 図図 市市街街地地ののゾゾーーニニンンググ図図

【【整整備備地地域域・・重重点点整整備備地地域域・・延延焼焼遮遮断断帯帯】】




